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収容定員に係る学則変更認可事務の流れ　

東   京   都 東京都私立学校審議会申請者 注意事項

事前相談 

収容定員に係る
学則変更認可 

申請書 

審議 

答  申   

認  可 認可書交付 

書 類 審 査 

認可申請受理  

諮 問 決 定 諮  問 

生徒収容状況、定員変

更前後の施設状況等を

諮問を予定する審議会
の前月末までに申請書

定員変更開始の前年度
９月までに手続きを終
えること 


